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労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行に伴う足場等からの 

墜落防止措置に係る法違反に対する当面の措置について 

 

労働安全衛生規則の一部を改正する省令（平成21年厚生労働省令第23号。以下「改

正省令」という。)については、平成21年６月１日から施行される（一部を除く。）

ところであるが、改正省令の施行に伴う足場、架設通路及び作業構台（以下「足場

等」という。）からの墜落防止措置に係る法違反に対する措置については、当分の

間、下記に示すところによることとしたので、遺憾なきを期されたい。 

 なお、改正省令の内容については、引き続き、監督指導、集団指導等の場を通じ

て、周知徹底を図られたい。 

 

記 

 

１ 基本的な考え方 

足場等からの墜落防止措置については、改正省令により、従来からの手すりや

交さ筋かい等に加え、新たに「さん等」を設置する等の措置を事業者に義務付け

るものであるが、同省令は、建設業を中心とした足場等を設置するすべての事業

者に適用されることから、小規模な事業者にまでその内容が周知徹底されるには、

なお時間を要するものとみられるところである。 

このため、改正省令を円滑に施行する観点から、足場等であって手すりや交さ

筋かい等は設置されているが同省令に基づき新たに義務付けられた「さん等」が

設置されていないものについては、施行日以降、当分の間、直ちに使用停止等命

令を行うことなく、まずは是正勧告を行い、改正省令の趣旨・内容を十分理解さ

せた上で、事案に応じた確実な是正を図らせることとするものである。 

 

秘  

有 ・ 無期限 

平成 21 年５月 28 日か ら 

平成 31 年５月 27 日ま  で  

1 0 年 保 存 



  

２ 具体的な措置の内容 

 (1) 改正省令による改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第5

63条第１項第３号等に違反する足場等については、使用停止等処分基準（昭和5

6年２月16日付け基発第92号「使用停止等処分基準及び緊急措置基準の取扱いに

ついて」（以下「92号通達」という。）の別表）18(2)又は(3)に該当するもので

あること。例えば、わく組足場以外の足場については、手すり等及び中さん等

の双方又は一方が設置されていないものについて、作業停止措置並びに手すり

等及び中さん等の設置の変更措置を命ずるものであること。 

 (2) ただし、上記１に示したとおり、新安衛則に違反する場合であっても、当分

の間、次のとおり取り扱うものとすること。 

  ア 改正省令による改正前においても、92号通達に照らし使用停止等処分基準 

18(2)又は(3)に該当する足場等については、従前と同様に使用停止等命令を行

うこと。 

  イ 上記ア以外の場合については、使用停止等処分基準18(2)又は(3)にかかわ

らず、是正勧告を行うこと。 

 (3) 上記(2)の措置を行うに際しては、新安衛則の規定に則した適切な改善が行われ

るよう、パンフレットを活用する等により、十分な説明を行うこと。 

 

３ 是正期日等 

 (1) 是正期日 

 上記２(2)により、変更措置を命じた事案又は是正勧告を行った事案の是正期

日については、現場の状況を勘案しつつ、原則として２週間程度以内とすること。 

 (2) 署長判決 

 上記２(2)イにより是正勧告を行った事案の署長判決は、「要確認」とするこ

と。 

(3) 是正確認 

ア 使用停止等命令の解除 

  上記２(2)アにおいて作業停止措置又は立入禁止措置を命じた事案につい

ては、再監督等により、適正な手すり等及び中さん等の設置等新安衛則に規

定する墜落防止措置が講じられたことを確認するまでの間は、当該命令の解

除を行わないこと。 

イ 是正勧告に対する是正確認 

  上記２(2)イにより是正勧告を行った事案についても、適正な手すり等及び

中さん等の設置等新安衛則に規定する墜落防止措置が講じられたことを確実

に確認すること。 

  この場合、是正期日までに是正を確認できない場合は、速やかに再監督を

実施し、さらに法違反を確認したときは、92号通達に従い、使用停止等命令

を行うこと。 

 


